
現行 改正案

【障害児(者)リハビリテーション料】
（１単位）
　　　　　６歳未満　　　　１９０点
　　　　　６歳～１８歳　　１４０点
　　　　　１８歳以上　　　１００点

・患者１人につき１日６単位まで算定する

【障害児(者)リハビリテーション料】
（１単位）
　　　　　６歳未満　　　２２０点
　　　　　６歳～１８歳　１９０点
　　　　　１８歳以上　　１５０点

・患者１人につき１日６単位まで算定する

児童福祉法に規定する肢体不自由児施設
及び重症心身障害児施設又は国立高度専門
医療センター及び独立行政法人国立病院機
構の設置する医療機関であって、厚生労働
大臣の指定するもの

・６０㎡以上
（言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別
療法室８㎡以上を別に有していること）
２ 言語障害のある患者（脳血管障害等による
失語、構音障害や小児の発達障

以下の各号のいずれかに該当すること
１ 児童福祉法に規定する肢体不自由児施設
及び重症心身障害児施設又は国立高度専門
医療センター及び独立行政法人国立病院機
構の設置する医療機関であって、厚生労働
大臣の指定するもの

２ 当該施設でリハビリテーションを実施さ
れる患者が、主として脳性麻痺等の患者（ただ
し、加齢に伴う心身の変化に起因する疾病のも
のを除く。）であること

・病院６０㎡以上、診療所４５㎡以上
（言語聴覚療法を行う場合は、専用の個別
療法室８㎡以上を別に有していること）

［施設基準］ ［施設基準］

■障害児（者）リハビリテーション料の引き上げ
■障害児（者）リハビリテーション施設要件緩和
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専用の集団療法室等において、医師の指示のもと言語聴覚士（又は医師）
と患者が１対複数で２０分以上訓練を行った場合に算定する

実施単位数は言語聴覚士１人当たり１日のべ５４単位を限度とし、訓練時間が
２０分に満たない場合は基本診療料に含まれるものとする

同一の患者に対して、個別療法と集団療法を同一日に行った場合は、個別
療法の所定点数のみにより算定する

現に脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児（者）リハビリテーシ
ョン料を算定する施設で、専用の集団療法室を備えていること
専任の常勤医師が１名以上いること
言語聴覚療法を担当する専従の言語聴覚士が１名以上いること
脳血管疾患等リハビリテーション料又は障害児（者）リハビリテーション料
の算定対象患者であって、言語・聴覚機能の障害を有するもの

■集団コミュニケーション療法1 単位につき５０点 新
（1 人につき1 日３単位まで算定可）

１

［施設基準］

２

３

１

２
３

■集団コミュニケーション療法の新設

専用の集団療法室の面積等の要件は２月１４日現在は不明
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■逓減制の廃止
■ＡＤＬ加算の廃止
■早期リハビリテーション加算　３０点新設

疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の起算日から３０日間に
限り算定できる。
入院中の患者についてのみ算定できることとする
入院中の患者に対し、訓練室以外の病棟等において行われたものについて
のみ算定できるＡＤＬ加算については、簡素化の観点より廃止とする。

１

２
３

早期リハビリテーション加算３０点（１単位につき）

現行 改正案
【リハビリテーション総合計画評価料】

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテ
ーション総合実施計画を作成し、これに基づい
て行ったリハビリテーションの効果、実施方法
等について共同して評価を行った場合に、入院
初月又はリハビリテーションを最初に実施した
月並びに、その月から２月、３月及び６月の各月
に限り、それぞれ１月に１回を限度として算定
する

［算定要件］

■リハビリテーション総合計画評価料

４８０点

【リハビリテーション総合計画評価料】
３００点

医師、看護師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士等の多職種が共同してリハビリテ
ーション総合実施計画を作成し、これに基づい
て行ったリハビリテーションの効果、実施方法
等について共同して評価を行った場合に、１月
に１回を限度として算定できる

［算定要件］

リハビリテーション総合計画評価料は１月に１回を限度として
算定できることとする。
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■疾患別リハビリテーション料の逓減制の廃止等
■脳血管疾患等リハビリテーション（Ⅲ）の新設

疾患別リハビリテーション医学管理料は廃止し、各疾患別リハビリテー
ションの標準的リハビリテーション実施日数を超えたものについては、
１か月当たり１３単位まで算定可能とする（算定単位数上限を超えた
ものについては、選定療養として実施可能。）

（改正案）

■医学管理料は廃止

１５０日９０日

１００点Ⅲ

１００点８０点８０点１９０点Ⅱ

２００点１７０点１７０点２３５点Ⅰ

心大血管呼吸器運動器脳血管

標準的リハビリ
テーション
実施日

■未確定認情報
　脳血管リハⅡの人員基準はPT・OT・ STがそれぞれ1名以上
　合計4名以上との情報あり
　2月9日回復期リハビリテーション病棟研究会　石川誠会長の発言より

施設基準・人員配置は２月１４日現在は不明

１５０日１８０日
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■回復期リハビリテーション病棟に対する質の評価の導入

現行 改正案
【回復期リハビリテーション病棟入院料】

回復期リハビリテーションを要する状態の
患者を８割以上入院させていること

［算定要件］
１，６８０点

【回復期リハビリテーション病棟入院料１】
１，６９０点

回復期リハビリテーションを要する状態の
患者を８割以上入院させており、かつ以下の要
件を満たすこと

［算定要件］

当該病棟において新規入院患者のうち
１割５分以上が重症の患者であること

当該病棟において退院患者のうち、他の
保険医療機関への転院した者等を除く者の

１

２

【重症患者回復病棟加算】
５０点（１日につき）

重症の患者の３割以上が退院時に日常生活
機能が改善していること

［算定要件］

［施設基準］
回復期リハビリテーション病棟入院料１の
届出を行っている病棟であること

【回復期リハビリテーション病棟入院料２】

回復期リハビリテーションを要する状態の
患者を８割以上入院させており、かつ回復期リ
ハビリテーション病棟入院料１の基準を満たさ
ないもの

［算定要件］
１，５９５点

■重度患者回復病棟加算の新設

■回復期リハ施設基準の医師の要件緩和

リハビリテーション科を標榜しており、専任専任の医師１名以上、病棟に専従の
理学療法士２名以上及び作業療法士１名以上の常勤配置を行うこと

回復期リハ施設基準の医師の要件緩和（改正案）

平成２０年３月３１日時点で、現行の回復期リハビリテーション病棟入院
料を算定している病棟においては、平成２０年９月３０日までの間は、現行
の点数を算定することができる。また、平成２０年９月３０日以前であって
も、算定要件を満たしている施設については、回復期リハビリテーション病
棟入院料１及び重症者回復病棟加算を算定することができる。
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